
よ
し
の
ぶ

慶
喜
の
生
涯

　
ウ
ィ
キ
（
文
末
参
照
）
解
説
文
を
縦
書
き
表
示

幼
年
期

　
天
保
８
年
（
１
８
３
７
年
）
９
月
２
９
日
、

江
戸
・

小
石
川
の
水
戸
藩
邸
に
て
第
９
代
藩
主
・
徳
川

な
り
あ
き

斉
昭
の

七
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

　
母
は
正
室
・

よ
し
こ

吉
子

じ
ょ
お
う

女
王
。

幼
名
は

し
ち
ろ
う

七
郎

ま
ろ麻

呂
。

　
慶
喜
は
、

２
代
目
藩
主
・

み
つ
く
に

光
圀
に
感
化
さ
れ
、

嫡
子

以
外
の
男
子
は
国
許
（
水
戸
）
で
教
育
す
る
と
い
う
斉

昭
の
教
育
方
針
に
則
り
、

天
保
９
年
（
１
８
３
８
年
）

４
月
（
生
後
７
ヶ
月
）
に
江
戸
か
ら
水
戸
に
移
り
、

弘

化
４
年
（
１
８
４
７
年
）
８
月
に
幕
府
か
ら
一
橋
徳
川

家
相
続
の
含
み
で
江
戸
出
府
を
命
じ
ら
れ
る
ま
で
、

９

年
間
を
同
地
で
過
ご
し
た
。

　こ
の
間
、

藩
校
・
弘
道
館
で

あ
い
ざ
わ

会
沢

せ
い
し

正
志

さ
い斎

ら
か
ら
学

問
・
武
術
を
教
授
さ
れ
た
。

　
慶
喜
の

え
い
ま
い

英
邁
さ
は
当
時
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、

斉
昭
も
他
家
に
養
子
に
は
出
さ
ず
、

長
男
・

よ
し
あ
つ

慶
篤

の
控
え
と
し
て
暫
時
手
許
に
置
い
て
お
こ
う
と
考
え
て

い
た
。

一
橋
家
相
続

　
弘
化
４
年
（
１
８
４
７
年
）
８
月
１
日
、

老
中
・
阿

部
正
弘
か
ら
水
戸
藩
に
七
郎
麻
呂
（
当
時
は
松
平

あ
き
む
ね

昭
致
）
を
御
三
卿
・
一
橋
家
の
世
嗣
と
し
た
い
と
の
第

１
２
代
将
軍
・
徳
川

い
え
よ
し

家
慶
の
思
召
（
意
向
）
が
伝
え
ら

れ
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
七
郎
麻
呂
は
８
月
１
５
日
に
水
戸
を

発
ち
、

９
月
１
日
に
一
橋
家
を
相
続
。

１
２
月
１
日
に

い
え
よ
し

家
慶
か
ら
偏
諱
を
賜
わ
り
慶
喜
と
名
乗
る
。

　
家
慶
は
度
々
一
橋
邸
を
訪
問
す
る
な
ど
、

慶
喜
を
将

軍
継
嗣
の
有
力
な
候
補
と
し
て
考
え
て
い
た
が
、

阿
部

正
弘
の
諫
言
を
受
け
て
断
念
し
て
い
る
。



将
軍
継
嗣
問
題

　
嘉
永
６
年
（
１
８
５
３
年
）
、

黒
船
来
航
の
混
乱
の

最
中
に
将
軍
・

い
え
よ
し

家
慶
が
病
死
し
、

そ
の
跡
を
継
い
だ
第

１
３
代
将
軍
・
徳
川

い
え
さ
だ

家
定
は
病
弱
で
男
子
を
設
け
る
見

込
み
が
な
か
っ
た
た
め
、

将
軍
継
嗣
問
題
が
浮
上
す
る
。

　
慶
喜
を
推
す

な
り
あ
き

斉
昭
や
阿
部
正
弘
、

薩
摩
藩
主
・
島
津

な
り
あ
き
ら

斉
彬
ら
一
橋
派
と
、

紀
州
藩
主
・
徳
川

よ
し
と
み

慶
福
を
推
す
彦

根
藩
主
・
井
伊

な
お
す
け

直
弼
や
家
定
の
生
母
・
本
寿
院
を
初
め

と
す
る
大
奥
の
南
紀
派
が
対
立
し
た
。

　
一
橋
派
は
阿
部
正
弘
、

島
津
斉
彬
が
相
次
い
で
亡
く

な
る
と
勢
い
を
失
い
、

安
政
５
年
（
１
８
５
８
年
）
に

大
老
と
な
っ
た
井
伊
直
弼
が
裁
定
し
、

将
軍
継
嗣
は

よ
し
と
み

慶
福
（

い
え
も
ち

家
茂
）
と
決
し
た
。

　
同
年
、

直
弼
は
勅
許
を
得
ず
に
日
米
修
好
通
商
条
約

を
調
印
。

　
慶
喜
は
斉
昭
、

福
井
藩
主
・
松
平

よ
し
な
が

慶
永
ら
と
共
に
登

城
し
直
弼
を
詰
問
す
る
が
、

翌
・
安
政
６
年
（
１
８
５

９
年
）
に
隠
居
謹
慎
処
分
と
な
る
（
安
政
の
大
獄
）
。

　
こ
の
日
は
三
卿
の
将
軍
面
会
日
で
あ
り
、

斉
昭
や

よ
し
な
が

慶
永
と
違
っ
て
不
時
登
城
で
は
な
く
罪
状
は
不
明
の
ま

ま
の
処
分
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、

慶
喜
本
人
は
将
軍
継
嗣
と
な
る
こ
と
に
乗
り

気
で
は
な
か
っ
た
の
か

「
骨
折
り
は
申
し
訳
な
い
が
、

天
下
を
取
っ
て
か
ら
失
敗
す
る
よ
り
は
取
ら
な
い
ほ
う

が
い
い
」

と
い
う
内
容
の
手
紙
を
斉
昭
に
送
っ
て
い
る
。

将
軍
後
見
職

　
安
政
７
年
（
１
８
６
０
年
）
３
月
３
日
の
桜
田
門
外

の
変
に
お
け
る
井
伊
直
弼
の
死
を
受
け
、

万
延
元
年

（
１
８
６
０
年
）
９
月
４
日
に
謹
慎
を
解
除
さ
れ
た
。

　
文
久
２
年
（
１
８
６
２
年
）
、

島
津
久
光
と
勅
使
・



大
原
重
徳
が
薩
摩
藩
兵
を
伴
っ
て
江
戸
に
入
り
、

勅
命

を
楯
に
幕
府
の
首
脳
人
事
へ
介
入
、

７
月
６
日
、

慶
喜

を
将
軍
後
見
職
に
、

松
平
春
嶽
を
政
事
総
裁
職
に
任
命

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
慶
喜
と

し
ゅ
ん
が
く

春
嶽
は
文
久
の
改
革
と
呼
ば
れ
る
幕
政
改
革

を
行
な
い
、

京
都
守
護
職
の
設
置
、

参
勤
交
代
の
緩
和

な
ど
を
行
っ
た
。

　
文
久
３
年
（
１
８
６
３
年
）
、

攘
夷
の
実
行
に
つ
い

て
朝
廷
と
協
議
す
る
た
め
、

徳
川
家
茂
が
将
軍
と
し
て

は
２
３
０
年
ぶ
り
に
上
洛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

慶

喜
は
こ
れ
に
先
駆
け
て
上
洛
し
、

将
軍
の
名
代
と
し
て

朝
廷
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
。

　
慶
喜
は
朝
廷
に
対
し
、

攘
夷
実
行
を
含
め
た
国
政
全

般
を
従
来
通
り
幕
府
へ
委
任
す
る
か
、

政
権
を
朝
廷
に

返
上
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
っ
た
。

　
し
か
し
朝
廷
か
ら
は
、

幕
府
へ
の
大
政
委
任
を
認
め

る
一
方
で

「
国
事
に
関
し
て
は
諸
藩
に
直
接
命
令
を
下

す
こ
と
が
あ
り
得
る
」

と
の
見
解
が
表
明
さ
れ
、

逆
に

幕
府
は
攘
夷
の
実
行
を
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、

交
渉
は
不

成
功
に
終
わ
っ
た
。

　
春
嶽
が
朝
廷
の
要
求
に
反
発
し
て
政
事
総
裁
職
の
辞

表
を
出
す
一
方
で
、

慶
喜
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
姿
勢

を
と
り
、

江
戸
の
幕
閣
の
猛
反
発
を
招
い
た
。

　
し
か
し
攘
夷
の
実
行
は
慶
喜
の
本
心
で
は
な
く
、

孝

明
天
皇
が
石
清
水
八
幡
宮
へ
行
幸
し
て
の
攘
夷
祈
願
に

お
い
て
将
軍
が
天
皇
か
ら
節
刀
を
拝
受
し
て
し
ま
え
ば

攘
夷
を
決
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で

「
風
邪
発

熱
」

（
仮
病
）
と
称
し
て
家
茂
の
拝
謁
を
急
遽
取
り
や

め
さ
せ
て
い
る
。

　
江
戸
に
戻
っ
た
慶
喜
は
、

攘
夷
拒
否
を
主
張
す
る
幕

閣
を
押
し
切
り
、

攘
夷
の
実
行
方
策
と
し
て
横
浜
港
の

鎖
港
方
針
を
確
定
さ
せ
る
。



　
八
月
十
八
日
の
政
変
で
長
州
藩
を
中
心
と
す
る
尊
皇

攘
夷
派
が
排
斥
さ
れ
た
の
ち
、

公
武
合
体
派
諸
候
・
幕

閣
に
よ
る
参
預
会
議
に
参
加
す
べ
く
再
び
上
洛
す
る
が
、

こ
こ
で
も
横
浜
鎖
港
に
反
対
す
る
参
預
諸
候
の
島
津
久

光
・
松
平
春
嶽
ら
と
慶
喜
は
対
立
し
た
。

　
薩
摩
藩
に
よ
る
朝
廷
の
主
導
を
警
戒
し
た
慶
喜
は
、

参
預
諸
候
を
朝
廷
か
ら
排
除
す
る
動
き
を
み
せ
、

中
川

宮
朝
彦
親
王
ら
と
の
酒
席
で
故
意
に
泥
酔
し
、

同
席
し

て
い
た
伊
達
宗
城
、

春
嶽
、

久
光
を
罵
倒
、

さ
ら
に
中

川
宮
に
対
し

「
島
津
か
ら
い
く
ら
も
ら
っ
て
い
る
ん

だ
」

な
ど
と
暴
言
を
発
し
て
体
制
を
崩
壊
に
追
い
込
む

な
ど
、

手
段
を
選
ば
ぬ
交
渉
を
行
な
っ
た
。

禁
裏
御
守
衛
総
督

　
参
預
会
議
解
体
後
の
元
治
元
年
（
１
８
６
４
年
）
３

月
２
５
日
、

慶
喜
は
将
軍
後
見
職
を
辞
任
し
、

朝
臣
的

な
性
格
を
持
つ
禁
裏
御
守
衛
総
督
に
就
任
し
た
。

　
以
降
、

慶
喜
は
京
都
に
あ
っ
て
武
田
耕
雲
斎
ら
水
戸

藩
執
行
部
や
鳥
取
藩
主
・
池
田
慶
徳
、

岡
山
藩
主
・
池

田
茂
政
（
い
ず
れ
も
水
戸
家
出
身
で
、

慶
喜
と
は
兄

弟
）
ら
と
提
携
し
、

幕
府
中
央
か
ら
半
ば
独
立
し
た
勢

力
基
盤
を
構
築
し
て
い
く
。

　
江
戸
に
お
い
て
は
、

盟
友
で
あ
る
政
事
総
裁
職
・
松

平
な
お
か
つ

直
克
と
連
携
し
、

朝
廷
の
意
向
に
沿
っ
て
横
浜
鎖
港

を
引
き
続
き
推
進
す
る
が
、

天
狗
党
の
乱
へ
の
対
処
を

巡
っ
て
幕
閣
内
の
対
立
が
激
化
し
、

６
月
に
直
克
は
失

脚
、

慶
喜
が
権
力
の
拠
り
所
と
し
て
い
た
横
浜
鎖
港
路

線
は
事
実
上
頓
挫
す
る
。

　
同
年
７
月
に
起
こ
っ
た
禁
門
の
変
に
お
い
て
は
、

慶

喜
は
自
ら
御
所
守
備
軍
を
指
揮
し
、

鷹
司
邸
を
占
領
し

た
長
州
藩
軍
を
攻
撃
し
た
（
歴
代
の
徳
川
将
軍
家
の
中

で
唯
一
、

戦
渦
の
真
っ
只
中
で
馬
に
も
乗
ら
ず
敵
と
切

り
結
ん
だ
）
。

　
こ
れ
を
画
期
と
し
て
慶
喜
は
そ
れ
ま
で
の
尊
王
攘
夷



派
に
対
す
る
融
和
的
態
度
を
放
棄
し
、

会
津
藩
・
桑
名

藩
ら
と
の
提
携
が
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
る
（
一
会
桑

体
制
）
。

　
ま
た
老
中
の
本
庄
宗
秀
・
阿
部
正
外
が
兵
を
率
い
て

上
洛
し
、

慶
喜
を
江
戸
へ
連
行
し
よ
う
と
し
た
が
、

失

敗
し
た
。

　
一
方
、

長
期
化
し
て
い
た
天
狗
党
の
乱
の
処
理
を

巡
っ
て
は
、

慶
喜
を
支
持
し
て
い
た
武
田
耕
雲
斎
ら
水

戸
藩
勢
力
を
切
り
捨
て
る
冷
徹
さ
を
見
せ
た
。

　
そ
れ
に
続
く
第
一
次
長
州
征
伐
が
終
わ
る
と
、

欧
米

各
国
が
強
硬
に
要
求
し
、

幕
府
に
と
り
長
年
の
懸
案
事

項
で
あ
っ
た
安
政
五
カ
国
条
約
の
勅
許
を
得
る
た
め
奔

走
し
た
。

　
慶
喜
は
自
ら
朝
廷
に
対
す
る
交
渉
を
行
い
、

最
後
に

は
自
身
の
切
腹
と
そ
れ
に
続
く
家
臣
の
暴
発
に
さ
え
言

及
、

一
昼
夜
に
渡
る
会
議
の
末
に
遂
に
勅
許
を
得
る
こ

と
に
成
功
し
た
（
た
だ
し
、

京
都
に
近
い
兵
庫
の
開
港

に
つ
い
て
は
勅
許
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、

依
然
懸
案

事
項
と
し
て
残
さ
れ
た
）
。

将
軍
職

　
慶
応
２
年
（
１
８
６
６
年
）
の
第
二
次
長
州
征
伐
で

は
、

薩
摩
藩
の
妨
害
を
抑
え
て
慶
喜
が
長
州
征
伐
の
勅

命
を
得
る
。

　
し
か
し
薩
長
同
盟
を
結
ん
だ
薩
摩
藩
の
出
兵
拒
否
も

あ
り
、

幕
府
軍
は
連
敗
を
喫
し
た
。

　
そ
の
第
二
次
長
州
征
伐
最
中
の
７
月
２
０
日
、

将

軍
・
家
茂
が
大
坂
城
で

こ
う
き
ょ

薨
去
す
る
。

　
慶
喜
は
朝
廷
に
運
動
し
て
休
戦
の
詔
勅
を
引
き
出
し
、

会
津
藩
や
朝
廷
上
層
部
の
反
対
を
押
し
切
る
形
で
休
戦

協
定
の
締
結
に
成
功
す
る
。



　
家
茂
の
後
継
と
し
て
、

老
中
の
板
倉
勝
静
、

小
笠
原

長
行
は
江
戸
の
異
論
を
抑
え
て
慶
喜
を
次
期
将
軍
に
推

し
た
。

　
慶
喜
は
こ
れ
を
固
辞
し
、

８
月
２
０
日
に
徳
川

そ
う
け

宗
家

は
相
続
し
た
も
の
の
将
軍
職
就
任
は
拒
み
続
け
、

１
２

月
５
日
に
将
軍
宣
下
を
受
け
よ
う
や
く
将
軍
に
就
任
し

た
。

　
こ
れ
は
言
わ
ば
恩
を
売
っ
た
形
で
将
軍
に
な
る
こ
と

で
政
治
を
有
利
に
進
め
て
い
く
狙
い
が
あ
っ
た
と
言
わ

れ
る
が
、

就
任
固
辞
が

「
政
略
」

に
よ
る
と
み
な
せ
る

根
拠
も

「
政
略
」

説
を
否
定
す
る
根
拠
も
な
い
の
が
実

情
で
あ
る
。

 

こ
の
頃
の
慶
喜
は
は
っ
き
り
と
開
国
を
指
向
す
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、

将
軍
職
就
任
の
受
諾
は
開
国
体
制

へ
の
本
格
的
な
移
行
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
慶
喜
政
権
は
会
津
藩
・
桑
名
藩
の
支
持
の
も
と
、

朝

廷
と
の
密
接
な
連
携
を
特
徴
と
し
て
お
り
、

慶
喜
は
将

軍
在
職
中
一
度
も
畿
内
を
離
れ
ず
、

多
く
の
幕
臣
を
上

京
さ
せ
る
な
ど
、

実
質
的
に
政
権
の
畿
内
へ
の
移
転
が

推
進
さ
れ
た
。

　
ま
た
、

慶
喜
は
将
軍
就
任
に
前
後
し
て
上
級
公
家
か

ら
側
室
を
迎
え
よ
う
と
画
策
し
て
お
り
、

こ
の
間
、

彼

に
関
白
・
摂
政
を
兼
任
さ
せ
る
構
想
が
繰
り
返
し
浮
上

し
た
。

　
一
方
、

こ
れ
ま
で
政
治
的
に
は
長
く
対
立
関
係
に

あ
っ
た
小
栗
忠
順
ら
改
革
派
幕
閣
と
も
連
携
し
、

慶
応

の
改
革
を
推
進
し
た
。

　
慶
喜
は
フ
ラ
ン
ス
公
使
・
レ
オ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
を
通

じ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
２
４
０
万
ド
ル
の
援
助
を
受
け
、

横
須
賀
製
鉄
所
や
造
・
修
船
所
を
設
立
し
、

ジ
ュ
ー

ル
・
ブ
リ
ュ
ネ
を
始
め
と
す
る
軍
事
顧
問
団
を
招
い
て

軍
制
改
革
を
行
っ
た
。



　
老
中
の
月
番
制
を
廃
止
し
、

陸
軍
総
裁
・
海
軍
総

裁
・
会
計
総
裁
・
国
内
事
務
総
裁
・
外
国
事
務
総
裁
を

設
置
し
た
。

　
ま
た
、

実
弟
・
昭
武
を
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
派
遣
す

る
な
ど
幕
臣
子
弟
の
欧
州
留
学
も
奨
励
し
た
。

　
兵
庫
開
港
問
題
で
は
朝
廷
を
執
拗
に
説
い
て
勅
許
を

得
て
、

勅
許
を
得
ず
に
兵
庫
開
港
を
声
明
し
た
慶
喜
を

糾
弾
す
る
は
ず
だ
っ
た
薩
摩
・
越
前
・
土
佐
・
宇
和
島

の
四
侯
会
議
を
解
散
に
追
い
込
ん
だ
。

　
薩
長
が
武
力
倒
幕
路
線
に
進
む
こ
と
を
予
期
し
た
慶

喜
は
慶
応
３
年
（
１
８
６
７
年
）
１
０
月
１
４
日
、

政

権
返
上
を
明
治
天
皇
に
上
奏
し
、

翌
日
勅
許
さ
れ
た

（
大
政
奉
還
）
。

　
従
来
の
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、

慶
喜
は
当
時
の
朝

廷
に
行
政
能
力
が
無
い
と
判
断
し
、

列
侯
会
議
を
主
導

す
る
形
で
の
徳
川
政
権
存
続
を
模
索
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。

　
慶
喜
は
緊
迫
す
る
政
治
情
勢
下
で
内
乱
の
発
生
を
深

く
懸
念
し
て
お
り
、

大
政
奉
還
に
よ
る
政
治
体
制
の
再

編
は
そ
の
打
開
策
で
あ
っ
た
。

戊
辰
戦
争

　
大
政
奉
還
後
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
は
諸
侯
会
議
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

１
２
月
、

薩

摩
藩
ら
は
政
変
に
よ
り
朝
廷
を
制
圧
し
、

慶
喜
を
新
政

府
か
ら
排
除
し
た
（
王
政
復
古
）
。

　
慶
喜
に
は
辞
官
（
内
大
臣
の
辞
職
）
と
納
地
（
幕
府

領
の
返
上
）
が
命
ぜ
ら
れ
た
（
た
だ
し
４
０
０
万
石
全

納
は
松
平
春
嶽
ら
の
要
求
に
よ
り
２
０
０
万
石
半
納
に

減
免
さ
れ
た
）
。

　
慶
喜
は
衝
突
を
避
け
る
べ
く
会
津
・
桑
名
藩
兵
と
と

も
に
大
坂
城
に
退
去
し
、

諸
外
国
の
公
使
ら
を
集
め
て



自
身
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。

　
慶
喜
は
越
前
藩
・
土
佐
藩
に
運
動
し
て
辞
官
納
地
を

温
和
な
形
と
し
、

年
末
に
は
自
身
の
議
定
就
任
（
新
政

府
へ
の
参
画
）
が
ほ
ぼ
確
定
す
る
。

　
し
か
し
、

翌
・
慶
応
４
年
（
１
８
６
８
年
）
に
薩
摩

藩
の
挑
発
に
乗
っ
た
慶
喜
は
、

会
津
・
桑
名
藩
兵
と
と

も
に
京
都
に
向
け
進
軍
し
、

薩
摩
藩
兵
ら
と
の
武
力
衝

突
に
至
る
。

　
１
月
３
日
に
勃
発
し
た
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
お
い

て
旧
幕
府
軍
が
敗
退
し
形
勢
不
利
に
な
っ
た
と
見
る
や
、

ま
だ
兵
力
を
十
分
に
保
持
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

自
ら
が
指
揮
す
る
旧
幕
府
軍
の
兵
に

「
千
兵
が
最
後
の

一
兵
に
な
ろ
う
と
も
決
し
て
退
い
て
は
な
ら
ぬ
」

と
命

を
下
し
、

自
分
は
陣
中
に
伴
っ
た
側
近
や
妾
、

老
中
・

板
倉
勝
静
、

老
中
・
酒
井
忠
惇
、

会
津
藩
主
・
松
平
容

保
、

桑
名
藩
主
・
松
平
定
敬
ら
と
共
に
開
陽
丸
で
江
戸

へ
退
却
し
た
。

　
軍
事
的
勝
利
の
可
能
性
が
十
分
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、

慶
喜
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
執
っ
た
動
機
に
つ
い

て
は
幾
つ
か
の
説
が
あ
る
。

　
近
年
の
説
で
は
、

慶
喜
政
権
が
天
皇
の
権
威
を
掌
中

に
収
め
、

そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立

し
て
い
た
政
権
で
あ
っ
た
と
し
、

そ
れ
を
他
勢
力
に
譲

り
渡
し
た
時
点
で
彼
の
政
治
生
命
は
潰
え
、

一
連
の
退

却
行
動
に
繋
が
っ
た
と
す
る
。

　
ま
た
、

慶
喜
は
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
の
撤
退
原
因

に
つ
い
て
、

薩
摩
を
討
つ
覚
悟
は
あ
っ
て
も
、

天
皇

（
を
擁
し
た
官
軍
）
に
対
峙
す
る
覚
悟
が
無
か
っ
た
と

す
る
説
も
あ
る
。

　
間
も
な
く
、

慶
喜
を
朝
敵
と
す
る
追
討
令
が
正
式
に

下
り
、

東
征
大
総
督
・
有
栖
川
宮

た
る
ひ
と

熾
仁
親
王
に
率
い
ら

れ
た
新
政
府
軍
が
東
征
を
開
始
す
る
。

　
慶
喜
は
、

小
栗
忠
順
を
初
め
と
す
る
抗
戦
派
を
抑
え



て
朝
廷
へ
の
恭
順
を
主
張
。

　
２
月
に
は
勝
海
舟
に
事
態
収
拾
を
一
任
し
て
自
ら
は

上
野
の
寛
永
寺
大
慈
院
に
お
い
て
謹
慎
す
る
。

　
ま
た
、

徳
川
宗
家
の
家
督
は
養
子
で
あ
る
田
安
亀
之

助
（
後
の
徳
川

い
え
さ
と

家
達
）
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
江
戸
総
攻
撃
の
前
に
行
な
わ
れ
た
海
舟
と
新
政
府
軍

参
謀
・
西
郷
隆
盛
と
の
交
渉
に
よ
り
江
戸
城
は
４
月
１

１
日
に
新
政
府
軍
に
明
け
渡
さ
れ
た
。

　
彰
義
隊
や
旧
幕
臣
の
暴
発
を
恐
れ
た
慶
喜
は
４
月
１

１
日
午
前
３
時
に
寛
永
寺
大
慈
院
を
出
て
水
戸
へ
向

か
っ
た
。

　
水
戸
で
は
弘
道
館
の
至
善
堂
に
て
引
き
続
き
謹
慎
し

た
後
、

７
月
に
徳
川
家
が
駿
府
に
移
封
さ
れ
る
と
、

慶

喜
も
駿
河
の
宝
台
院
に
移
っ
て
謹
慎
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、

徳
川
家
に
よ
る
政
権
は
幕
を
閉
じ
た
。

以
後
、

幕
府
制
度
や
征
夷
大
将
軍
の
官
職
は
復
活
す
る

こ
と
は
な
く
、

慶
喜
は
日
本
史
上
最
後
の
征
夷
大
将
軍

と
な
っ
た
。

余
生

　
明
治
２
年
（
１
８
６
９
年
）
９
月
、

戊
辰
戦
争
の
終

結
を
受
け
て
謹
慎
を
解
除
さ
れ
、

引
き
続
き
、

駿
府
改

め
静
岡
に
居
住
し
た
。

　
生
存
中
に
将
軍
職
を
退
い
た
の
は
１
１
代
・
家
斉
以

来
で
あ
る
が
、

過
去
に
大
御
所
と
し
て
政
治
権
力
を

握
っ
た
元
将
軍
達
と
は
違
い
、

政
治
的
野
心
は
全
く
持

た
ず
、

潤
沢
な
隠
居
手
当
を
元
手
に
写
真
・
狩
猟
・
投

網
・
囲
碁
・
謡
曲
な
ど
趣
味
に
没
頭
す
る
生
活
を
送
り
、

「
ケ
イ
キ
様
」

と
呼
ば
れ
て
静
岡
の
人
々
か
ら
親
し
ま

れ
た
。

　
明
治
３
０
年
（
１
８
９
７
年
）
１
１
月
に
東
京
の
巣



鴨
に
移
り
住
む
。

　
翌
年
に
は
有
栖
川
宮

た
け
ひ
と

威
仁
親
王
の
仲
介
に
よ
り
、

皇

居
と
な
っ
た
旧
江
戸
城
に
参
内
し
て
明
治
天
皇
に
拝
謁

も
し
て
い
る
。

　
明
治
３
４
年
（
１
９
０
１
年
）
１
２
月
に
小
石
川
区

小
日
向
第
六
天
町
（
現
在
の
文
京
区
春
日
２
丁
目
）
の

高
台
の
屋
敷
に
転
居
し
、

こ
こ
が
終
焉
の
地
と
な
っ
た
。

　
現
在
、

敷
地
の
大
半
は
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
に

な
っ
て
い
る
。

　
明
治
３
５
年
（
１
９
０
２
年
）
に
は
公
爵
に
叙
せ
ら

れ
、

徳
川
宗
家
と
は
別
に
徳
川
慶
喜
家
を
興
し
、

貴
族

院
議
員
に
も
就
い
て
、

３
５
年
振
り
に
政
治
に
携
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
明
治
４
３
年
（
１
９
１
０
年
）
１
２
月
８
日
、

七
男

の
慶
久
に
家
督
を
譲
っ
て
貴
族
院
議
員
を
辞
し
、

隠
居
。

再
び
趣
味
に
没
頭
す
る
生
活
を
お
く
る
。

　
大
正
２
年
（
１
９
１
３
年
）
１
１
月
２
２
日
、

感
冒

に
て
死
去
。

享
年
７
７
（
満
７
６
歳
２
５
日
）
。

　
徳
川
歴
代
将
軍
と
し
て
は
最
長
命
で
あ
っ
た
。

引
用
元
（
左
記
）
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